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＊厚生労働省
・医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応について(3月22日)

保護者が児童に必要とされる医療を受けさせないいわゆる「医療ネグレクト」により児童の生命・身体に重大な影響がある場合については、これまで親権喪失宣告の申立て等により対応されていましたが、本年４月１日に施行される「民法等の一部を改正する法律」（平成23 年法律第61 号。以下「改正法」という。）により、親権の停止制度が新設されたことなどに伴い、対応方法に変更が生じることから、改正法施行後における考え方や必要な手続等を整理したもの。
管内の児童相談所並びに市町村及び関係団体等に周知と本通知の施行に伴い、平成20 年３月31 日雇児総発第0331004 号本職通知「医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応について」の廃止もあわせて通知されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/dv120317-1.pdf
・「児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン」について（3月22日）

「民法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第61号）については、平成24年４月１日から施行されますが、これにより、児童福祉法（昭和23年法律第164号）において、児童等の親権者等が、児童相談所長や児童福祉施設の長、里親等が行う監護、教育及び懲戒に関する措置を不当に妨げてはならないことが明確化されたことから、今後、児童相談所等では、これを根拠とした対応により、児童の安定した監護を図ることが望まれます。そのため、児童相談所等における対応に資するよう、親権者等による「不当に妨げる行為」に関する考え方について別添「児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン」を策定されたことから通知されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/dv120317-2.pdf
・社会的養護の指針、第三者評価基準等の策定（3月30日）
社会的養護の質の向上を図るため、平成２４年１月１６日及び３月２１日の社会的養護専門委員会での議論を踏まえ３月２９日に策定された指針等。
○指針

· 施設運営指針及び里親養育指針について（概要）（PDF） 

· 社会的養護施設運営指針及び里親及びファミリーホーム養育指針について（PDF） 

· 児童養護施設運営指針（PDF）（Word） 

· 乳児院運営指針（PDF）（Word） 

· 情緒障害児短期治療施設運営指針（PDF）（Word） 

· 児童自立支援施設運営指針（PDF）（Word） 

· 母子生活支援施設運営指針（PDF）（Word） 

· 里親及びファミリーホーム養育指針（PDF）（Word） 

○第三者評価基準

· 社会的養護関係施設の第三者評価について（概要）（PDF） 

· 社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について（PDF） 

· 社会的養護関係施設における第三者評価基準の判断基準等について（PDF） 

· 第三者評価基準（児童養護施設版）（PDF） （Word） 

· 第三者評価基準（乳児院版）（PDF）（Word） 

· 第三者評価基準（情緒障害児短期治療施設版）（PDF）（Word） 

· 第三者評価基準（児童自立支援施設版）（PDF）（Word） 

· 第三者評価基準（母子生活支援施設版）（PDF）（Word） 

· 利用者調査の実施方法及び様式例（PDF）（Word） 

○第三者評価結果の公表事項 

・児童養護施設版（PDF） 

・乳児院版（PDF） 

・情緒障害児短期治療施設版（PDF） 

・児童自立支援施設版（PDF） 

・母子生活支援施設版（PDF） 

○里親委託ガイドライン

· 里親支援体制の充実方策について（概要）（PDF） 

· 里親委託ガイドラインの改正（新旧）（PDF） 

· 里親委託ガイドライン（改正後全文）（PDF） 

○ファミリーホームの規定の改正

· ファミリーホームの要件の明確化について（概要）（PDF） 

· ファミリーホームに係る児童福祉法施行規則の改正（新旧）（PDF）
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000026rqp.html
・保育所入所待機児童数（平成23年10月）(3月30日)
平成23年10月1日の待機児童の状況を取りまとめもの。
【待機児童状況のポイント】
○保育所入所待機児童数は、46,620人で昨年と比較し1,736人減少した。
○平成23年4月の待機児童数25,556人から、21,064人増加（1.8倍）した。
　　※平成22年の待機児童数は4月の26,275人から10月は48,356人へ増加し1.8倍、平成21年の待機児童数は4月の25,384人から10月は46,058人へ増加し1.8倍であった。
　　※10月1日の待機児童数は、自治体ごとに保育所入所手続き等が異なるため、参考値として集計している。全国的な待機児童数の動向は、毎年4月1日現在で把握している。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000022mcp.html
＊内閣府

・「男性にとっての男女共同参画」　ページを新設（3月27日）
http://www.gender.go.jp/main_contents/category/dansei/index.html
＊警察庁
・犯罪統計資料（平成24年1月～2月）（3月9日）

http://www.npa.go.jp/toukei/keiji35/hanzai2012.htm
・平成23年中のストーカー事案及び配偶者からの暴力事案の対応状況について（3月22日）

平成23年中の認知件数は、前年比1,558件（9.6％）減少したものの、平成20年以降４年連続して１万４千件を越える高水準。被害者の年齢は10代が8.1％。
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/23DV.pdf
＊愛育ネット
・『児童相談所における 性的虐待対応ガイドライン2011年版』パンフレットの英語版作成（4月3日）
『児童相談所における性的虐待対応ガイドライン2011年版』パフレットの保護者の方への英語版を東京都児童相談センターが作成しました。ダウンロードしてご利用下さい。
http://www.aiikunet.jp/exposion/guideline/2486.html#p05
＊毎日新聞
・ハーグ条約:国内手続き法案を閣議決定（3月9日）
　政府は９日、国際結婚が破綻した夫婦間の子の取り扱いをルール化した「ハーグ条約」への加盟に向け、国内手続き法案を閣議決定した。今国会での成立を目指す。

　通称は「ハーグ条約実施法案」。法案では、同法の施行前の時点で、国境を越えた不法な連れ去りをされた子については、同法を適用しないと規定。実際の施行期日は、条約が国内で効力を発する日からとした。

　また、法の目的に「子の利益」を明記。日本に連れ帰られた子を条約の原則通り、いったん元の国（外国）に返すかどうかを決める裁判手続きを東京・大阪の２家裁でするとしたうえで、裁判所が子の返還拒否を考慮できる事情として、児童虐待や配偶者暴力（ＤＶ）の恐れがあるケースを挙げた。

　また、国内に連れ帰られた子の所在確認や裁判手続きを使わない任意解決の促進など、連れ去られた側の親を援助する「中央当局」は、外務省に置くと定めた。【伊藤一郎】

http://mainichi.jp/select/news/20120309k0000e010147000c.html
・この人に聞くエンパワメント・センター代表、森田ゆりさん　／兵庫(3月14日)

　◇孤立防ぐ取り組み大切、遅れている親のケア

　子どもの虐待事件が後を絶たない中、虐待してしまう親を対象とした研修に取り組んでいるエンパワメント・センター（事務所・西宮市）代表の森田ゆりさん。虐待の背景には何があるのか、現状の課題とともに聞いた。【聞き手・大沢瑞季】

　◇虐待問題に取り組むきっかけは何だったのですか。

　◆１９８１年、アメリカでＣＡＰ（子どもへの暴力防止プログラム）に出会い、考えに共鳴したのが始まりです。ＣＡＰを日本で初めて紹介しました。現在は、虐待してしまう親の回復プログラム「ＭＹ　ＴＲＥＥペアレンツ・プログラム」を開発し、各地で研修をしています。親のケアというのは、一番遅れているところなんです。

　◇なぜ、親のケアが遅れているのでしょうか。

◆介入や子どもの一時保護など、何でも児童相談所に押しつけられていて、親のケアまで手が回らない。また、子どもと分離された親は「子どもをとられてしまった」と感じ、児相との関係が悪くなる。すると、児相が紹介する回復プログラムも受けにこない。アメリカでは、プログラムの受講命令が出るのですが、日本では親がプログラムを受ける法的な強制力がないので、一番来てほしい人が来ない現状です。親のケアができないので、一度子どもを分離して距離を置いても、子どもを返した時に再虐待してしまうケースがある。
　◇「ＭＹ　ＴＲＥＥ　ペアレンツ・プログラム」とは、どんなものですか。

◆虐待してしまう親に特化した、日本では初めてのプログラムです。児相などが、プログラムを受けた方がいいと感じる親に勧め、約１０人のグループを作ります。子どもの虐待は、これまで人として尊重されなかった親が、その痛みを怒りの形で子どもに爆発させている行動です。グループの中で、その悲しみや痛みを語り合い、互いに支え合うのです。
　◇研修を通じて、伝えたいメッセージは何ですか。

　◆虐待している親は、自分を責めています。今は暴力をふるっているけど、本来の自分は素晴らしい存在なんだということを、プログラムを通じて思い出してほしい。

　◇どんな自治体で研修をしているのですか。

　◆関西では大阪府、大阪市、堺市、富田林市、摂津市など、関東では東京都や埼玉県、栃木県日光市が取り入れています。

　◇虐待の背景には、何があるのでしょうか。

◆「体罰はしてもいい」という意識があること。それにプラスして、夫婦関係がうまくいっていなかったり、経済的に苦しいなどのストレスがあること。孤立していること。この三つがそろうと、体罰が一気に虐待になります。
　◇必要な対策は何ですか。

　◆「体罰はしない」という意識を分かち合う場を、地域に作る必要があります。また、子育て支援グループやママサークルを応援するなど、孤立を防ぐ取り組みも大事です。

　◇私たち一人一人ができることは何でしょうか。

　◆まず、「子育ては１人ではできない」と思う必要があります。子どもが生まれたら、親だけでなく、祖父母や周囲の人間も、そう認識してほしい。それが、個人的なサポートや地域のつながりになると思います。

＊読売新聞
・まま あいたい・・・心の傷抱え（3月1日）
　住宅街を抜けた小高い丘に、木々に囲まれた児童養護施設はあった。

　夕日が差し込む食堂をのぞくと、小３のショウタ（９）が宿題の漢字ドリルと格闘していた。職員に「はよ、すませや」と促されると、ふてくされて手を止めた。

節分の日の夕食で、子どもたちは恵方巻きをほおばった。家庭の環境に近づけようと、職員は誕生日やクリスマスなどのイベントを大切にしている（２月３日、大阪府内の児童養護施設で）＝伊東広路撮影

　「明日は学校休む。きょうバカにしたあいつら痛い目にあわしたる」。年齢にそぐわない鋭い口調。「何百回も痛いことされたから、痛さはよう知ってるんや」と言い、鉛筆をへし折った。

　虐待などで保護された２～１７歳の子どもたちの約９割は施設で育つ。定員は施設ごとに違い、約２０人から約１５０人が共同生活を送る。この施設は、大阪府内でも規模が大きく、２人に１人が虐待を受けた過去を持つ。

　ショウタは、母親の再婚後、継父に虐待されるようになったという。何度も棒で殴られ、食事も一緒にさせてもらえなかった。

　心に受けた傷は大きかった。６歳で施設に入った時は、誰ともほとんど口をきかず、職員に注意されると、カーテンの陰やカーペットの下に隠れ、声を押し殺して泣いた。

　小２の頃から、ようやく思ったことを口に出せるようになった。両親とはこの３年間、会っていないが、最近は週末に実家で泊まるほかの子どもを見ると、「僕も家に帰りたいなあ」とつぶやく。

　入所以来、担当する女性職員（３１）は「時々、『死ね』『殺す』と物騒なことも言う。自分が浴びせられた言葉を再現しているのかもしれないが、自分の気持ちを表現できるのも一つの成長」と話した。

　　　　　◎

　施設は、小学校低学年以下と小中高生が、別々の建物に分かれて暮らす。小学校低学年までは、午後６時から夕食を取り、就寝時間まで、ゲームをしたり、テレビを見たりして過ごす。

　小２のユキナ（８）は、いつも世話を焼いている幼児がテレビの「ドラえもん」にくぎ付けになっている間に、机で花柄の便箋にペンを走らせた。

　〈ままへ　ままにあいたいです〉

　職員がのぞき込もうとすると、「見んといて」と照れながら、便箋に覆いかぶさった。

　最近、施設に入った。母子家庭で姉妹の次女。母親は夜になると子どもたちを放って遊び歩いた。ネグレクト（育児放棄）と判断され、児童相談所に保護されるのは３回目だ。

　その夜、宿直室であった職員間の引き継ぎ。担当の女性職員は「ユキナさんがお母さんに初めて手紙を書きました」と報告した。母親を恋しがる文面に、職員は「切ないね」と声を落とした。家庭へ戻る子どももいるが、ユキナはまだ、見通しが立たない。

　　　　　◎

　就寝時間の午後８時。幼稚園児のタクマ（５）が「トントンして」とねだった。「ライダーパーンチ」と飛びかかり、嫌がっても、何度も何度も蹴ってきた夕方とは打って変わって甘えてくる。添い寝をし、ゆっくり胸をさすると、クマのぬいぐるみを抱いたまま、寝息を立てた。

　発達障害の疑いがあった。３歳の頃、２人暮らしだった母親が養育を放棄。その後預けられた里親になじめず入所した。今は母親の連絡先すらわからない。

　全国の施設では発達障害や知的障害の子どもが増え、２００８年は２３％と、１０年前の２倍になった。だが、職員の体制は十分ではない。この施設では、職員１人あたり、日中は７人、午後１０時以降の宿直では２８人の子どもたちを世話している。

　大学卒業以来、施設に勤めてきた施設長の男性（４８）は言う。「虐待を受けた子どもたちは不信感が強く、育てにくさを感じることもある。でも、ここは行き場をなくした子どもたちの大切な居場所なんです」（文中仮名、敬称略）

（増田博一）

　　　　　◎

　児童養護施設　親の虐待や精神疾患などが理由で保護された子どもの養育施設。社会福祉法人などが公費で運営し、全国５８５か所に約３万人が暮らす。全国の児童相談所が対応した虐待件数は年々増加し、昨年度は過去最高の５万５０００件に達した。これに伴い、虐待が理由で施設へ入所した児童は、１０年間で倍増している。

http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/kansai1330534869776_02/news/20120301-OYT8T00114.htm
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